
 

2025年 4月 7日 

サトウ食品株式会社 

 

 

当社商品における「カドミウム基準値超過米」不使用のお知らせ 

 

 

平素は弊社商品をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。 

 

2025年 4月 4日に秋田県が「カドミウム基準値超過米の流通について（第１報）」を発表

しましたが、当社では農事組合法人熊谷農進（秋田県鹿角郡小坂町）との取引はなく、同法

人が生産したお米は一切使用しておりませんのでお知らせいたします。 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

サトウ食品株式会社 総務部 TEL 025-275-1100 

 

 


